
鎌
倉
時
代
の
阿
弥
陀
造
像
と
鎌
倉
大
仏

武

笠

朗

鎌
倉
大
仏
は
な
ぜ
定
印
の
阿
弥
陀
か

阿
弥
陀
信
仰
と
そ
の
造
像
は
、
飛
鳥
後
期
以
来
時
代
ご
と
に
興
味
深
い
展
開

を
示
し
た
が
、
と
り
わ
け
鎌
倉
時
代
は
、
著
し
い
信
仰
層
の
拡
張
が
多
様
な
造

像
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
よ
う
。
鎌
倉
中
期
に
お
け
る
東
国
造
像
の
代
表
で
あ

る
鎌
倉
大
仏
︵
図
１
︶
も
そ
の
重
要
な
一
作
に
他
な
ら
な
い
。
本
稿
で
は
、
鎌

倉
大
仏
、
す
な
わ
ち
鎌
倉
・
高
徳
院
の
銅
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
が
な
ぜ
阿
弥
陀

で
、
な
ぜ
定
印
な
の
か
、
を
主
要
な
論
点
と
す
る
。

鎌
倉
時
代
の
阿
弥
陀
信
仰
の
一
様
態
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る

善
光
寺
信
仰
で
あ
る
。
本
稿
執
筆
者
は
二
〇
〇
九
年
の
善
光
寺
前
立
本
尊
開
帳

以
来
、
善
光
寺
信
仰
と
そ
の
造
像
に
つ
い
て
考
察
を
重
ね
て
き
た
。
そ
の
中
で

1

注
目
さ
れ
た
の
は
、
三
国
伝
来
の
霊
像
善
光
寺
本
尊
阿
弥
陀
三
尊
像
に
対
す
る

信
仰
は
、
直
接
的
に
は
そ
の
模
像
、
善
光
寺
式
像
の
多
く
の
造
像
を
も
た
ら
し

た
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
い
わ
ば
間
接
的
な
影
響
を
阿
弥
陀
信
仰
と
そ
の
造
像

に
与
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
事
例
が
見
出
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

法
隆
寺
金
堂
阿
弥
陀
三
尊
像
と
鎌
倉
大
仏
が
そ
れ
で
あ
る
。

法
隆
寺
金
堂
の
康
勝
作
阿
弥
陀
三
尊
像
︵
図
２
︶
は
、
貞
永
元
年
︵
一
二
三

二
︶
に
作
ら
れ
た
飛
鳥
時
代
の
模
古
作
の
金
銅
仏
で
あ
る
。
こ
の
三
尊
に
つ
い

て
は
、
そ
の
光
背
銘
の
﹁
本
師
阿
弥
陀
﹂
の
語
か
ら
、
聖
徳
太
子
の
善
光
寺
如

来
信
仰
を
説
く
伝
承
を
踏
ま
え
、
太
子
の
阿
弥
陀
信
仰
を
偽
装
す
る
た
め
に
造

像
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
を
提
示
し
た
。
た
だ
こ
こ
で
問
題
と

2

な
っ
た
の
は
、
な
ぜ
定
印
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
別
稿
で
、
密
教

系
が
混
在
し
た
造
像
環
境
の
故
か
と
想
像
し
た
が
、
依
然
と
し
て
す
っ
き
り
と

3

し
た
答
え
が
得
ら
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。

鎌
倉
大
仏
に
関
し
て
は
、
千
葉
・
満
光
院
の
善
光
寺
式
阿
弥
陀
如
来
立
像4

︵
図
３
︶
に
端
的
に
そ
の
着
眼
点
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
像
は
そ
の
銘
文
に
よ
り

文
永
十
一
年
︵
一
二
七
四
︶
に
﹁
鎌
倉
新
大
仏
住
侶
寛
□
﹂
が
浄
光
上
人
の
菩

提
の
た
め
に
造
像
し
た
も
の
と
知
ら
れ
る
。
浄
光
の
勧
進
に
よ
り
造
立
さ
れ
た

鎌
倉
大
仏
の
住
侶
が
、
善
光
寺
式
の
阿
弥
陀
像
を
作
っ
て
浄
光
菩
提
を
祈
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
大
仏
住
僧
の
善
光
寺
信
仰
で
あ
る
。
鎌
倉
に
お
け
る
善
光
寺
信

仰
の
普
及
状
況
を
み
る
と
、
北
条
泰
時
と
名
越
北
条
氏
の
関
与
が
認
め
ら
れ
、

と
り
わ
け
名
越
新
善
光
寺
の
檀
越
と
み
ら
れ
る
名
越
氏
の
動
向
が
注
目
さ
れ
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る
。
そ
の
名
越
氏
は
大
仏
殿
造
営
の
外
護
者
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
み
て
く
る
と

名
越
氏
を
介
し
て
善
光
寺
信
仰
と
鎌
倉
大
仏
が
つ
な
が
っ
て
く
る
。
塩
澤
寛
樹

氏
は
名
越
氏
の
大
仏
へ
の
関
与
を
大
仏
殿
の
建
立
の
み
に
限
定
し
た
が
、
こ
れ

5

を
素
直
に
﹁
善
光
寺
信
仰
↓
名
越
氏
↓
大
仏
﹂
と
つ
な
げ
て
み
た
ら
ど
う
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
善
光
寺
信
仰
を
踏
ま
え
た
大
仏
の
可
能
性
で
あ
る
。

阿
弥
陀
と
い
う
像
種
選
択
な
ど
、
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
し
え

な
い
の
で
は
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
の
議
論
で
も
、
な
ぜ
定
印
か
が
問
題
と

な
っ
た
。

で
は
な
ぜ
鎌
倉
大
仏
は
定
印
な
の
か
。
そ
の
前
に
な
ぜ
阿
弥
陀
で
あ
っ
た

か
。
そ
れ
は
、
直
接
的
に
は
い
か
な
る
場
︵
法
会
・
仏
事
︶
に
お
い
て
機
能
し

た
か
に
関
わ
る
が
、
何
を
願
い
、
何
を
期
待
し
て
大
仏
が
作
ら
れ
た
の
か
と
い

う
こ
と
に
も
当
然
関
わ
る
問
題
と
思
わ
れ
る
。
阿
弥
陀
造
像
を
願
意
・
機
能
の

視
点
か
ら
分
析
し
、
こ
の
問
題
に
及
ん
で
み
た
い
と
考
え
る
。

鎌
倉
大
仏
の
論
点

鎌
倉
大
仏
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
先
学
に
よ
り
議
論
が
重
ね
ら
れ

着
実
に
成
果
が
あ
が
っ
て
き
て
は
い
る
が
、
塩
澤
寛
樹
氏
の
著
作
の
タ
イ
ト
ル

よ
う
に
﹃
鎌
倉
大
仏
の
謎
﹄
は
依
然
と
し
て
多
く
、
未
解
決
の
問
題
が
残
さ
れ

6

て
い
る
。
な
ぜ
阿
弥
陀
か
？
は
そ
の
最
た
る
も
の
だ
が
、
他
に
も
木
彫
像
と
銅

像
の
関
係
、
造
像
主
体
者
は
誰
？
な
ど
大
き
な
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

そ
れ
ら
の
問
題
に
踏
み
込
む
こ
と
は
無
論
で
き
な
い
が
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
問

題
点
の
存
在
を
踏
ま
え
て
、
鎌
倉
大
仏
を
一
応
次
の
よ
う
な
も
の
と
確
認
し
て

議
論
を
進
め
た
い
。
ま
ず
現
存
大
仏
は
、
そ
の
完
成
年
次
は
不
明
だ
が
、
建
長

四
年
︵
一
二
五
二
︶
八
月
十
七
日
か
ら
鋳
始
め
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。
造
営
経

過
は
、
木
造
大
仏
の
造
始
が
嘉
禎
四
年
︵
一
二
三
八
︶
三
月
二
十
二
日
、
そ
の

完
成
が
仁
治
二
年
︵
一
二
四
一
︶
三
月
二
十
七
日
で
あ
る
。
そ
の
造
営
は
浄
光

の
勧
進
に
よ
り
進
め
ら
れ
た
︵
表
１
︶
。

7

続
い
て
、
な
ぜ
定
印
阿
弥
陀
か
を
含
む
造
像
事
情
に
関
す
る
議
論
を
整
理
す

る
。
鎌
倉
大
仏
に
関
す
る
最
新
の
成
果
は
塩
澤
氏
の
﹃
鎌
倉
大
仏
の
謎
﹄
で
あ

8

る
。
大
仏
に
関
す
る
議
論
の
全
体
が
俯
瞰
さ
れ
て
お
り
主
に
こ
れ
を
参
考
に
し

た
が
、
そ
れ
以
外
に
清
水
真
澄
氏
や
浅
見
龍
介
氏
の
一
連
の
研
究
が
重
要
で
あ

る
。
そ
れ
ら
を
通
覧
す
る
と
、
最
近
の
議
論
で
は
、
造
像
主
体
者
を
浄
光
で
は

9な
く
鎌
倉
幕
府
あ
る
い
は
北
条
得
宗
家
と
み
る
の
が
一
般
化
し
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
塩
澤
氏
は
﹁
王
法
を
行
う
鎌
倉
の
必
須
の
存
在
と
し
て
、
幕
府
に
よ
っ

て
造
ら
れ
た
﹂
と
さ
れ
て
お
り
、
王
法
仏
法
相
依
に
よ
る
仏
法
の
象
徴
と
の
見

10

方
を
示
す
。
塩
澤
氏
は
、
幕
府
を
造
営
主
体
者
と
し
た
上
で
な
ぜ
阿
弥
陀
か
を

考
え
、﹃
大
仏
旨
趣
﹄
を
根
拠
に
、
大
仏
の
像
種
選
択
に
当
た
り
、﹁
そ
れ
に
ふ

さ
わ
し
い
理
論
付
け
を
八
幡
神
の
本
地
と
し
て
の
阿
弥
陀
如
来
に
求
め
た
と
考

え
る
の
が
最
も
素
直
で
は
な
い
か
と
思
え
る
﹂
と
さ
れ
た
。
一
方
浅
見
氏
は
、

11

こ
の
八
幡
本
地
仏
説
に
は
否
定
的
で
、
大
仏
の
作
ら
れ
た
深
沢
の
里
を
鎌
倉
の

西
で
都
市
の
周
縁
部
と
認
識
し
た
上
で
、
人
々
を
救
済
す
る
極
楽
浄
土
の
阿
弥

陀
と
し
て
出
現
し
た
と
考
え
た
。
長
谷
観
音
や
十
王
堂
と
一
体
の
企
画
と
捉

え
、
そ
の
定
印
は
造
像
主
体
者
北
条
泰
時
の
密
教
的
阿
弥
陀
信
仰
に
基
づ
く
も

の
と
解
釈
し
た
。

12

こ
こ
で
い
さ
さ
か
唐
突
だ
が
西
川
新
次
氏
の
説
を
引
く
。
西
川
説
は
幕
府
の

13
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関
与
を
説
い
た
早
い
頃
の
説
だ
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
木
彫
像
と
銅
像
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
旧
来
の
木
造
大
仏
倒
壊
説
に
従
い
、
寛
元
供
養
の
木
造

大
仏
が
宝
治
元
年
︵
一
二
四
七
︶
の
大
風
︵﹃
吾
妻
鏡
﹄︶
で
倒
壊
し
、
そ
れ
に

代
わ
っ
て
建
長
四
年
に
金
銅
大
仏
が
鋳
造
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。
大
風
に
よ
る

倒
壊
の
こ
と
は
江
戸
期
の
﹃
鎌
倉
大
仏
縁
起
﹄
が
伝
え
る
の
み
で
、
史
料
的
裏

付
け
に
乏
し
い
の
だ
が
、
二
つ
の
大
仏
を
合
理
的
に
つ
な
げ
る
の
に
そ
れ
な
り

の
説
得
力
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
大
風
に
よ
る
倒
壊
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
大
仏
が
い
つ
か

ら
大
仏
殿
を
失
な
っ
て
露
座
と
な
っ
た
か
は
実
は
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
明

14

応
七
年
︵
一
四
九
八
︶
の
地
震
と
津
波
で
倒
壊
し
た
と
の
説
も
あ
る
よ
う
だ

が
、
と
も
あ
れ
そ
れ
に
至
る
ま
で
も
、
た
び
た
び
大
風
や
地
震
で
倒
壊
の
憂
き

15目
に
あ
っ
て
い
る
。
中
で
も
有
名
な
の
は
、
建
武
元
年
︵
一
三
三
四
︶
八
月
三

日
、
大
風
で
大
仏
殿
が
倒
壊
し
、
そ
こ
に
逃
げ
込
ん
で
い
た
名
越
氏
の
軍
兵
五

百
余
人
が
圧
死
し
た
︵﹃
太
平
記
﹄︶。
そ
の
後
も
応
安
二
年
︵
一
三
六
九
︶
に

大
風
で
、
そ
し
て
明
応
四
年
八
月
十
五
日
に
は
地
震
に
よ
る
津
波
の
洪
水
で
海

水
が
上
が
り
破
壊
さ
れ
︵﹃
鎌
倉
大
日
記
﹄︶、
さ
ら
に
明
応
七
年
に
も
津
波
が

襲
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
大
仏
及
び
大
仏
殿
は
、
造
営
後
た
び
た
び
自
然
災
害
に

見
舞
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
都
市
鎌
倉
自
体
の
構
造
的
欠
陥
で
も
あ
る
の
だ

が
、
と
も
あ
れ
想
定
さ
れ
た
宝
治
元
年
の
大
風
倒
壊
も
き
わ
め
て
起
こ
り
え
た

話
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
大
仏
自
体
が
木
造
か
ら
堅
固
な
銅

造
に
変
え
ら
れ
た
の
も
、
そ
の
こ
と
に
意
味
が
あ
る
か
に
思
わ
れ
て
く
る
。

そ
し
て
、
大
仏
の
こ
と
に
限
ら
ず
、
十
三
世
紀
の
鎌
倉
は
ま
さ
に
災
害
都
市

で
あ
っ
た
。
大
仏
建
立
前
後
を
み
る
と
、
建
保
年
中
︵
一
二
一
三
～
一
六
︶
の

大
地
震
、
寛
喜
三
年
︵
一
二
三
一
︶
の
大
飢
饉
、
嘉
禎
元
年
︵
一
二
三
五
︶
、

仁
治
二
年
︵
一
二
四
一
︶
の
大
地
震
、
宝
治
元
年
の
大
風
、
正
嘉
元
年
︵
一
二

五
七
︶
の
大
地
震
と
、
自
然
災
害
、
飢
饉
が
連
な
る
。
当
然
多
く
の
死
者
を
含

む
被
災
者
が
出
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
永
仁
元
年
︵
一
二
九
三
︶
の
大
地
震
で
は

死
者
二
万
三
千
人
が
出
た
と
い
う
︵
以
上
﹃
吾
妻
鏡
﹄︶。
こ
う
し
た
都
市
鎌
倉

の
自
然
災
害
と
そ
の
被
災
者
と
大
仏
造
立
と
を
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
、
い
わ
ゆ
る
三
・
一
一
東
日
本
大
震
災
を
経
た
今
、
感

じ
ざ
る
を
得
な
い
。
阿
弥
陀
の
最
も
本
来
的
な
機
能
で
あ
る
亡
者
追
善
を
改
め

て
想
起
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
無
論
先
学
の
議
論
を
否
定
す
る
つ
も
り
も

根
拠
も
な
い
。
あ
く
ま
で
別
な
一
つ
の
可
能
性
を
提
示
す
る
と
い
う
議
論
で
あ

る
。
造
像
の
主
体
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、
阿
弥
陀
本
来
の
機
能
に
立
ち
返

り
た
い
。

16

鎌
倉
大
仏
が
な
ぜ
阿
弥
陀
で
な
ぜ
定
印
な
の
か
。
仏
像
は
法
会
な
ど
儀
礼
の

場
に
お
い
て
機
能
す
る
。
定
印
阿
弥
陀
を
密
教
的
観
想
の
本
尊
と
し
、
阿
弥
陀

法
な
ど
の
修
法
の
本
尊
と
し
て
の
役
割
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
正
し
い
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
と
像
に
込
め
ら
れ
た
願
意
、
求
め
ら
れ
た
役
割

は
必
ず
し
も
リ
ン
ク
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
定
印
を
密
教
的
印
相
と
と
ら
え

る
だ
け
で
は
、
像
が
果
た
す
救
済
の
具
体
的
内
容
は
十
分
に
は
浮
か
び
上
が
っ

て
こ
な
い
。
造
像
に
当
た
っ
て
の
願
意
を
前
提
に
、
な
ぜ
阿
弥
陀
が
、
し
か
も

定
印
像
が
求
め
ら
れ
た
の
か
を
、
阿
弥
陀
の
造
像
史
を
振
り
返
る
中
で
帰
納
的

に
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
み
た
い
。
い
か
な
る
場
合
に
阿
弥
陀
が
作
ら
れ
、
い
か

な
る
場
合
に
定
印
が
選
ば
れ
た
か
。
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阿
弥
陀
造
像
の
願
意
と
印
相

阿
弥
陀
造
像
は
現
存
作
例
や
記
録
に
知
ら
れ
る
事
例
を
含
め
て
膨
大
な
数
に

及
ぶ
が
、
そ
の
願
意
や
機
能
が
明
確
な
事
例
は
少
な
く
、
ま
た
記
録
上
の
事
例

は
そ
の
印
相
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
印
相
と
願
意
・
機
能
の

関
係
を
考
え
る
の
は
き
わ
め
て
困
難
な
作
業
で
あ
る
。
さ
ら
に
現
存
作
例
も
、

鎌
倉
期
は
来
迎
印
の
立
像
が
圧
倒
的
に
多
く
、
少
数
派
の
定
印
像
の
願
意
を
知

る
の
は
や
は
り
困
難
で
あ
る
。
な
お
鎌
倉
時
代
の
定
印
像
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
浅
見
氏
が
事
例
を
列
記
し
て
検
討
を
加
え
、
天
台
宗
・
真
言
宗
に
属
す
る
寺

院
に
多
い
こ
と
、
北
条
氏
、
特
に
泰
時
の
造
像
に
多
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
浅
見
氏
の
想
定
さ
れ
る
泰
時
の
密
教
的
阿
弥
陀
信
仰
の
根
拠
と
な
っ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
そ
の
願
意
に
焦
点
を
絞
る
。

17

ま
ず
は
現
存
例
と
し
て
﹃
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成

鎌
倉
時
代
造
像
銘

記
篇
﹄
既
刊
分
に
載
る
文
治
元
年
︵
一
一
八
五
︶
か
ら
建
長
八
年
︵
一
二
五

18

六
︶
の
作
例
に
注
目
し
て
み
た
い
。
計
二
四
一
例
の
内
、
阿
弥
陀
像
︵
三
尊
等

を
含
む
︶
は
計
八
十
五
例
を
数
え
る
。
こ
れ
は
他
の
尊
像
に
比
べ
て
か
な
り
多

い
方
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
来
迎
印
像
は
立
像
が
五
十
例
、
坐
像
が
十
八
例
で
都

合
六
十
八
例
を
数
え
て
最
も
多
く
、
定
印
像
は
わ
ず
か
に
九
例
に
と
ど
ま
る
。

造
像
の
願
意
が
知
ら
れ
る
例
は
少
な
い
。
平
安
後
期
ま
で
の
阿
弥
陀
造
像
の
一

般
的
な
願
意
・
機
能
と
し
て
は
、
過
去
者
追
善
、
往
生
極
楽
祈
願
、
臨
終
仏
な

ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
み
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
快
慶
頃
ま
で

は
、
当
然
な
が
ら
来
迎
引
接
、
往
生
祈
願
の
来
迎
印
立
像
で
、
亡
者
追
善
に
は

19

そ
の
坐
像
が
多
く
、
建
暦
二
年
︵
一
二
一
二
︶
の
浄
土
宗
像
︵
旧
玉
桂
寺
像
、

法
然
一
周
忌
供
養
︶
な
い
し
は
嘉
禄
三
年
︵
一
二
二
七
︶
の
行
快
作
京
都
・
極

楽
寺
像
︵
過
去
者
追
善
︶
な
ど
か
ら
亡
者
追
善
を
も
願
意
に
含
む
来
迎
印
立
像

が
登
場
し
、
そ
れ
が
一
二
三
〇
年
代
頃
か
ら
一
般
化
し
て
く
る
、
と
い
っ
た
展

開
が
か
ろ
う
じ
て
読
み
取
れ
そ
う
で
あ
る
。
機
能
の
兼
担
、
と
い
う
か
一
体
の

阿
弥
陀
像
が
果
た
す
役
割
が
拡
張
す
る
。
延
応
元
年
︵
一
二
三
九
︶
兵
庫
・
光

行
寺
像
の
過
去
者
の
灰
骨
納
入
の
事
例
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
九
例
あ
る
定
印

坐
像
は
、
宝
冠
阿
弥
陀
が
二
例
、
康
勝
作
の
法
隆
寺
金
堂
三
尊
像
な
ど
特
殊
な

造
像
例
が
多
く
、
わ
ず
か
に
建
長
二
年
︵
一
二
五
〇
︶
の
東
京
・
︵
百
草
︶
八

幡
神
社
鉄
造
像
︵
図
４
︶、
そ
れ
と
よ
く
似
た
建
長
三
年
︵
一
二
五
一
︶
の
東

京
・
善
明
寺
鉄
造
像
に
過
去
者
追
善
が
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。﹁
影
像
法
体

阿
弥
陀
﹂
と
銘
記
に
あ
る
東
京
・
八
幡
神
社
像
は
、
そ
の
特
異
な
定
印
の
形
が

鎌
倉
大
仏
と
同
じ
で
、
両
者
の
関
係
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。﹁
影
像
法
体
阿
弥

20

陀
﹂
と
は
、
阿
弥
陀
の
姿
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
︵
八
幡
神
の
︶
法
体
の
影
像
の
意

で
あ
ろ
う
か
。
八
幡
神
の
本
地
仏
と
い
う
よ
り
阿
弥
陀
の
姿
の
八
幡
神
と
読
め

る
。
そ
れ
に
﹁
師
長
父
母
二
親
亡
魂
﹂
を
祈
る
。

続
い
て
、
鎌
倉
を
中
心
と
す
る
東
国
の
数
少
な
い
定
印
像
の
重
要
作
を
取
り

上
げ
、
議
論
の
き
っ
か
け
を
得
た
い
。
作
例
は
、
制
作
年
代
等
造
像
事
情
を
推

定
し
う
る
次
の
五
例
で
あ
る
。
一
応
制
作
年
代
順
に
①
神
奈
川
・
証
菩
提
寺
三

尊
像
︵
図
５
︶、
②
埼
玉
・
保
寧
寺
三
尊
像
︵
建
久
七
年
︹
一
一
九
六
︺
宗
慶

作
︶︵
図
６
︶、
③
静
岡
・
願
成
就
院
本
尊
像
︵
図
７
︶、
④
静
岡
・
北
条
寺
像

︵
図
８
︶、
⑤
神
奈
川
・
証
菩
提
寺
本
尊
像
︵
図
９
︶
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
③
と
⑤
は
、
こ
れ
ま
で
浅
見
氏
、
塩
澤
氏
も
取
り
上
げ
て
い
る
作

例
で
、
そ
の
定
印
の
形
が
鎌
倉
大
仏
と
共
通
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
⑤

21
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は
作
風
も
大
仏
に
近
く
、
こ
こ
に
あ
げ
た
作
例
の
文
脈
で
、
鎌
倉
大
仏
の
性
格

を
検
討
す
る
の
が
妥
当
か
と
思
わ
れ
る
。
以
下
順
次
検
討
を
進
め
る
。

ま
ず
②
の
保
寧
寺
三
尊
像
は
、
四
方
田
弘
綱
と
そ
の
妻
の
発
願
で
、
そ
の
願

22

意
は
不
明
だ
が
、
機
能
と
し
て
は
結
局
四
方
田
一
族
の
氏
寺
的
仏
堂
の
本
尊
で

あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
十
二
世
紀
後
半
期
以
降
の
東
国
に
お
け
る
在
地
有
力

武
士
層
の
氏
寺
造
像
に
つ
い
て
は
、
茨
城
・
西
光
寺
薬
師
如
来
坐
像
を
論
じ
た

際
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
際
注
目
し
た
の
が
栃
木
・
住
林
寺
の
阿
弥

23

陀
・
観
音
・
地
蔵
像
で
あ
っ
た
。
寿
永
三
年
︵
一
一
八
四
︶
造
立
の
来
迎
印
の

24

等
身
阿
弥
陀
坐
像
は
願
主
小
野
寺
氏
一
族
に
よ
る
造
像
で
、
過
去
二
親
の
成
仏

得
道
を
祈
り
か
つ
往
生
極
楽
が
祈
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
住
林
寺
像
の
例
の
よ
う

に
、
保
寧
寺
像
に
も
阿
弥
陀
の
本
来
的
機
能
と
い
う
べ
き
祖
霊
追
善
の
意
が
込

め
ら
れ
て
い
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
運
慶
の
造
像
に
な
る
北

条
時
政
発
願
の
願
成
就
院
像
や
、
和
田
義
盛
の
浄
楽
寺
像
に
も
、
氏
寺
に
お
け

る
阿
弥
陀
の
祖
霊
追
善
的
機
能
が
想
像
さ
れ
る
。
①
の
証
菩
提
寺
三
尊
像
は
、

25

制
作
年
代
や
脇
侍
菩
薩
の
組
み
合
わ
せ
な
ど
に
い
ろ
い
ろ
議
論
が
あ
る
よ
う
だ

が
、
そ
の
願
意
・
機
能
に
つ
い
て
は
、
源
義
朝
︵
治
承
四
年
︹
一
一
八
〇
︺
岡

26崎
義
実
建
立
︶
か
岡
崎
義
実
息
義
忠
︵
文
治
五
年
︹
一
一
八
九
︺
義
実
建
立
︶

の
、
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
追
善
の
像
か
と
み
な
さ
れ
る
。
こ
こ
に
亡
者
追
善

の
機
能
が
出
て
き
た
わ
け
だ
が
、
④
の
北
条
寺
像
も
、
塩
澤
氏
、
浅
見
氏
と
も

に
近
隣
の
願
成
就
院
の
遺
像
と
さ
れ
、
嘉
禎
二
年
︵
一
二
三
六
︶
六
月
五
日

に
、
北
条
義
時
十
三
回
忌
追
善
の
た
め
に
泰
時
が
建
立
し
た
願
成
就
院
北
塔
婆

︵
本
尊
大
日
・
釈
迦
・
阿
弥
陀
︶
の
阿
弥
陀
像
で
あ
る
可
能
性
が
推
定
さ
れ
て

い
る
。
と
な
れ
ば
こ
の
像
に
も
亡
者
追
善
の
機
能
が
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
③

27

の
願
成
就
院
本
尊
像
は
、
建
保
三
年
︵
一
二
一
五
︶
十
二
月
十
六
日
供
養
の
願

成
就
院
南
新
御
堂
本
仏
阿
弥
陀
三
尊
像
の
中
尊
か
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。

28

そ
う
で
あ
れ
ば
、﹃
吾
妻
鏡
﹄
に
は
﹁
是
為
相
州
御
願
、
此
間
所
被
新
造
也
﹂

と
あ
り
、
北
条
義
時
の
発
願
と
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
願
意
は
不
明
で
あ
る
。
⑤

の
証
菩
提
寺
本
尊
像
は
、
嘉
禎
二
年
︵
一
二
三
六
︶
八
月
供
養
の
北
条
泰
時
女

小
菅
谷
殿
発
願
の
新
阿
弥
陀
堂
︵
山
内
荘
内
本
郷
新
阿
弥
陀
堂
︶︵﹃
新
編
相
模

国
風
土
記
稿
﹄︶
の
本
尊
か
と
す
る
説
が
あ
る
。
願
意
は
不
明
だ
が
、
塩
澤
氏

は
泰
時
の
阿
弥
陀
信
仰
が
こ
の
像
の
背
景
に
あ
る
と
さ
れ
る
。

29

①
④
に
か
ろ
う
じ
て
亡
者
追
善
と
い
う
機
能
が
見
出
せ
た
が
、
亡
者
追
善
の

阿
弥
陀
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
﹃
吾
妻
鏡
﹄
な
ど
の
記
録
に
事
例
が
あ
る
。
注

目
さ
れ
る
の
は
源
頼
朝
に
よ
る
父
義
朝
の
葬
堂
で
あ
る
文
治
元
年
︵
一
一
八

五
︶
十
月
二
十
四
日
供
養
の
勝
長
寿
院
と
、
安
貞
元
年
︵
一
二
二
七
︶
七
月
十

一
日
に
北
条
泰
時
が
北
条
政
子
三
年
忌
に
建
て
た
丈
六
阿
弥
陀
堂
︵
大
倉
大
慈

寺
郭
内
︶
の
、
い
ず
れ
も
本
尊
の
丈
六
阿
弥
陀
像
で
あ
る
。
勝
長
寿
院
像
は
仏

30

師
成
朝
作
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
い
ず
れ
も
そ
の
印
相
は
不
明
で
あ
る
。
後
述
す

る
。現

存
作
例
と
し
て
は
、
静
岡
・
桑
原
区
の
実
慶
作
三
尊
像
︵
図

︶
が
注
目

10

さ
れ
る
。
こ
の
来
迎
印
の
像
は
、
桑
原
郷
に
あ
っ
た
北
条
時
政
の
子
宗
時
の

﹁
墳
墓
堂
﹂︵﹃
吾
妻
鏡
﹄
建
仁
二
年
︹
一
二
〇
二
︺
六
月
一
日
条
︶
の
像
で

あ
っ
た
可
能
性
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
近
時
仁
治
三
年
︵
一
二
四
二
︶
の

31

墨
書
が
確
認
さ
れ
た
鎌
倉
市
大
船
の
常
楽
寺
の
来
迎
印
三
尊
像
︵
図

︶
は
、

11

北
条
泰
時
一
周
忌
仏
事
が
行
な
わ
れ
た
﹁
山
内
粟
船
御
堂
﹂
に
置
か
れ
た
追
悼

像
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
な
る
と
こ
の
時
期
の
亡
者
追
善
の
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阿
弥
陀
は
、
定
印
と
来
迎
印
の
い
ず
れ
も
が
あ
り
得
た
こ
と
に
な
る
。

院
政
期
の
追
善
像

さ
か
の
ぼ
っ
て
院
政
期
の
、
墓
所
あ
る
い
は
葬
堂
の
像
と
し
て
注
目
さ
れ
る

事
例
に
、
中
尊
寺
金
色
堂
中
央
壇
の
三
尊
像
と
京
都
・
安
楽
寿
院
像
が
あ
げ
ら

れ
る
。
い
ず
れ
も
定
印
像
で
あ
る
。
天
治
元
年
︵
一
一
二
四
︶
建
立
の
金
色
堂

中
央
壇
の
三
尊
像
︵
図

︶
は
、
藤
原
清
衡
の
葬
堂
の
像
と
し
て
同
年
頃
に
作

12

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
保
延
五
年
︵
一
一
三
九
︶
二
月
二
十
二
日
供
養
の
安

32

楽
寿
院
像
︵
図

︶
は
鳥
羽
上
皇
葬
塔
と
し
て
企
図
さ
れ
た
三
重
塔
本
尊
で

13

あ
っ
た
。
ま
た
、
安
楽
寿
院
隣
の
近
衛
天
皇
安
楽
寿
院
多
宝
塔
の
来
迎
印
坐
像

33

︵
図

︶
は
、
は
じ
め
は
美
福
門
院
葬
塔
と
し
て
建
立
さ
れ
た
も
の
の
結
局
近

14

衛
天
皇
の
葬
塔
と
な
っ
た
多
宝
塔
の
本
尊
か
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
定

34

印
、
来
迎
印
と
も
に
出
て
く
る
。

大
治
四
年
︵
一
一
二
九
︶
白
河
上
皇
崩
御
後
の
追
善
造
像
な
ど
院
政
期
の
追

善
の
阿
弥
陀
像
は
膨
大
な
数
に
及
ぶ
。
そ
れ
ら
が
い
か
な
る
印
相
で
あ
っ
た
か

は
っ
き
り
し
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
の
事
例
に
よ
れ
ば
、
定
印
、
来
迎
印
の
い
ず

れ
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
結
果
的
に
美
福
門
院
に
よ
る
鳥
羽
上
皇
追
福
の

堂
と
な
っ
た
平
治
元
年
︵
一
一
五
九
︶
供
養
の
白
河
千
体
阿
弥
陀
堂
に
は
、
上

皇
が
生
前
か
ら
千
体
を
企
図
し
て
作
り
置
い
た
像
と
没
後
の
追
善
像
を
加
え
て

千
体
の
三
尺
阿
弥
陀
像
が
安
置
さ
れ
た
︵﹃
山
槐
記
﹄︶。
仁
平
二
年
︵
一
一
五

二
︶
十
二
月
十
八
日
に
宝
荘
厳
院
に
て
供
養
さ
れ
た
そ
の
う
ち
の
百
躰
は
、

﹃
兵
範
記
﹄
に
よ
れ
ば
﹁
金
色
迎
接
弥
陀
﹂
で
あ
っ
た
。
鳥
羽
上
皇
の
願
意
は

往
生
極
楽
祈
願
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
結
果
的
に
追
善
像
と
な
っ
た
三
尺
来
迎
印

像
︵
お
そ
ら
く
は
立
像
だ
ろ
う
︶
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
伊
東
史
朗
氏
は
京
丹

後
市
久
美
浜
町
・
本
願
寺
の
来
迎
印
三
尺
立
像
︵
図

︶
を
、
後
白
河
上
皇
五

15

七
日
忌
の
追
善
仏
と
み
な
さ
れ
、
来
迎
印
・
三
尺
・
立
像
阿
弥
陀
の
一
つ
の
用

途
を
示
さ
れ
た
。

35

﹃
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成

平
安
時
代
造
像
銘
記
篇
﹄
に
阿
弥
陀
造
像

36

の
願
意
を
探
る
と
、
全
八
巻
所
載
の
阿
弥
陀
像
は
二
十
三
例
を
数
え
、
そ
の
う

ち
定
印
像
は
平
等
院
像
な
ど
七
例
、
来
迎
印
の
立
像
が
二
例
で
、
圧
倒
的
多
数

を
占
め
る
の
が
十
五
例
を
数
え
る
来
迎
印
坐
像
で
あ
る
。
た
だ
し
、
定
印
像
は

十
二
世
紀
前
半
ま
で
は
多
く
、
来
迎
印
坐
像
は
十
一
世
紀
末
か
ら
十
二
世
紀
を

通
じ
て
多
く
、
鎌
倉
時
代
に
至
る
。
願
意
が
知
ら
れ
る
例
は
や
は
り
少
な
い
の

だ
が
、
そ
の
中
で
久
安
四
年
︵
一
一
四
八
︶
銘
三
千
院
三
尊
像
は
、
過
去
二
親

尊
霊
と
願
主
自
ら
の
極
楽
往
生
の
願
意
が
み
え
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
追
善
の
機

能
が
み
え
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
来
迎
印
像
は
、
本
来
的
に
は
亡
者
で
は

な
く
て
生
者
の
往
生
祈
願
、
さ
ら
に
臨
終
仏
と
し
て
来
迎
引
接
を
果
た
す
役
割

を
課
せ
ら
れ
た
と
み
ら
れ
、
そ
れ
に
や
が
て
阿
弥
陀
信
仰
の
最
も
本
来
的
機
能

で
あ
る
亡
者
追
善
が
、
生
者
・
亡
者
い
ず
れ
も
の
極
楽
往
生
を
成
就
す
べ
く
課

せ
ら
れ
て
き
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

一
方
定
印
像
の
ル
ー
ツ
は
密
教
的
観
想
に
あ
る
が
、
九
世
紀
末
の
仁
和
寺
や

清
凉
寺
の
三
尊
像
の
よ
う
に
、
定
印
坐
像
の
定
型
は
、
ま
ず
は
伝
統
的
な
願
意

で
あ
る
亡
者
追
善
の
造
像
と
し
て
登
場
し
た
。
定
印
像
の
代
表
作
で
あ
る
平
等

院
鳳
凰
堂
像
が
、
そ
の
定
印
や
納
入
品
の
阿
弥
陀
大
呪
・
小
呪
な
ど
か
ら
阿
弥

陀
法
な
ど
の
密
教
的
観
想
の
本
尊
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
頼
通
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の
願
意
は
何
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
か
つ
て
検
討
し
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
こ
で
も
触
れ
た
が
、
本
論
に
関
わ
っ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
永

37

承
六
年
︵
一
〇
五
一
︶
冬
か
ら
の
疾
疫
流
行
に
絡
ん
で
国
家
安
泰
と
死
者
追
悼

の
公
的
願
意
を
読
ん
だ
神
居
文
彰
氏
の
説
で
あ
る
。
鳳
凰
堂
及
び
そ
の
本
尊
の

38

性
格
は
複
雑
で
あ
る
。
頼
通
が
鳳
凰
堂
及
び
そ
の
本
尊
に
期
待
し
た
機
能
が
何

な
の
か
は
い
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
の
だ
が
、
と
も
あ
れ
、
そ
れ
以
後
の
造
像
さ

れ
た
い
わ
ゆ
る
定
朝
様
の
丈
六
定
印
像
に
は
、
も
ち
ろ
ん
生
者
の
観
想
念
仏
を

果
た
す
阿
弥
陀
堂
の
本
尊
で
あ
る
例
も
多
い
の
だ
ろ
う
が
、
追
善
像
と
し
て
作

ら
れ
た
最
初
期
の
定
型
定
印
像
の
記
憶
を
と
ど
め
て
い
る
例
も
あ
る
か
に
思
わ

れ
る
。
現
在
東
福
寺
に
あ
る
万
寿
寺
の
丈
六
定
印
阿
弥
陀
像
︵
図

︶
は
、
永

16

万
元
年
︵
一
一
六
五
︶
供
養
の
藤
原
忠
通
追
福
の
浄
光
明
院
︵﹃
百
錬
抄
﹄︶
本

尊
の
可
能
性
が
高
い
。
亡
者
追
善
の
た
め
の
定
印
像
の
流
れ
が
、
来
迎
印
像
が

39

流
行
し
そ
の
機
能
を
拡
張
し
て
い
く
中
、
継
続
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る40

再
び
鎌
倉
期
の
定
印
像

鎌
倉
期
に
入
る
と
、
法
然
、
親
鸞
に
よ
る
専
修
念
仏
の
爆
発
的
普
及
の
中
、

来
迎
印
立
像
が
き
わ
め
て
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
だ
が
、
亡
者
追
善

の
機
能
は
、
い
わ
ゆ
る
武
士
の
世
と
な
り
争
乱
が
頻
発
す
る
状
況
下
、
よ
り
一

層
深
刻
に
阿
弥
陀
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。﹃
吾
妻
鏡
﹄

を
み
る
と
、
縁
故
者
の
追
善
に
武
士
が
い
か
に
意
を
注
い
だ
か
が
う
か
が
え

る
。
先
に
示
し
た
故
義
朝
の
葬
堂
勝
長
寿
院
も
そ
の
例
に
他
な
ら
な
い
の
だ

が
、
そ
の
本
尊
で
あ
る
追
善
の
丈
六
阿
弥
陀
像
は
、
こ
れ
ま
で
み
た
文
脈
か
ら

い
か
な
る
印
相
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
万
寿
寺
像
と
同

じ
追
善
の
丈
六
阿
弥
陀
で
あ
る
。
こ
こ
で
丈
六
阿
弥
陀
に
注
目
す
る
の
は
、
鎌

倉
大
仏
の
法
量
に
関
わ
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。﹁
周
八
丈
﹂︵
木
造
大

仏
︶
と
も
﹁
八
丈
﹂︵
と
も
に
﹃
吾
妻
鏡
﹄︶
と
も
い
わ
れ
る
そ
の
法
量
︵
実
際

の
像
高
は
一
一
三
九
㎝
︶
は
、
い
ろ
い
ろ
解
釈
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
丈
六
の
五

倍
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
つ
ま
り
丈
六
阿
弥
陀
を
踏
ま
え
た
大
仏
と

い
う
意
識
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
勝
長
寿
院
阿
弥
陀
は
、
東
国
に
お
け
る
追

善
の
丈
六
阿
弥
陀
の
規
範
と
な
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
の
印
相
に
こ
だ
わ

る
理
由
で
あ
る
。

現
存
す
る
丈
六
阿
弥
陀
坐
像
は
、
そ
の
多
く
が
平
安
後
期
の
作
な
の
だ
が
、

い
わ
ゆ
る
周
丈
六
像
で
あ
る
像
高
二
二
〇
㎝
ク
ラ
ス
の
像
を
含
め
て
も
、
定
印

像
が
か
な
り
多
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
国
指
定
の
法
丈
六
作
例
︵
像
高
二

八
〇
㎝
ク
ラ
ス
︶
に
限
る
と
、
定
印
像
が
二
十
例
、
来
迎
印
像
が
五
例
で
あ

る
。
伊
東
史
朗
氏
は
﹁
定
印
仏
の
法
量
は
絶
対
的
な
尊
格
の
法
身
仏
ら
し
く
丈

41六
が
ふ
さ
わ
し
い
﹂
の
だ
が
、
来
迎
印
は
現
世
に
来
迎
す
る
応
身
仏
の
印
相

で
、
丈
六
と
い
っ
た
大
き
さ
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
、
と
い
う
の
が
一
般

的
だ
と
さ
れ
、
そ
れ
と
異
な
る
丈
六
の
三
千
院
像
を
特
殊
事
例
と
し
﹁
大
勢
が

坐
し
て
集
う
場
で
の
本
尊
﹂
と
し
て
融
通
念
仏
と
の
絡
み
を
想
定
さ
れ
た
。
阿

42

弥
陀
の
丈
量
の
意
味
性
を
見
出
し
た
興
味
深
い
見
解
で
、
現
存
遺
例
の
数
値
比

に
も
対
応
す
る
。
と
な
れ
ば
、
万
寿
寺
像
も
併
せ
て
考
え
る
と
、
丈
六
の
勝
長

寿
院
像
は
定
印
像
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
る
。
先
述
し
た
泰
時
に

よ
る
政
子
追
福
丈
六
像
も
そ
う
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
こ
に

は
、
泰
時
の
娘
が
発
願
し
た
証
菩
提
寺
本
尊
像
の
よ
う
に
、
泰
時
の
密
教
的
阿
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弥
陀
信
仰
が
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
と

も
あ
れ
そ
う
し
た
鎌
倉
の
追
善
丈
六
阿
弥
陀
像
の
流
れ
の
上
に
鎌
倉
大
仏
を
位

置
付
け
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
結
局
定
印
像
に
特
定
さ
れ
る
願
意
を
見
出
せ

ず
、
な
ぜ
定
印
か
は
依
然
と
し
て
課
題
と
な
る
が
、
少
な
く
と
も
鎌
倉
期
の
定

印
阿
弥
陀
造
像
に
も
亡
者
追
善
の
機
能
を
想
定
し
う
る
も
の
と
の
結
論
は
得

た
。
初
期
定
印
像
以
来
の
い
わ
ば
伝
統
的
願
意
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら

に
い
え
ば
、
印
相
選
択
の
前
に
、
ま
ず
阿
弥
陀
と
い
う
尊
像
選
択
に
そ
も
そ
も

亡
者
追
善
と
い
う
願
意
を
考
え
て
よ
い
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
ま
ず
そ
れ
を
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
追
善
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
鎌
倉
大
仏
に
は
北
条
政

子
・
義
時
追
悼
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
清
水
真
澄
氏

の
説
が
あ
る
。
あ
り
う
る
こ
と
と
は
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
大
仏
の
造
営
主
体

43

を
あ
く
ま
で
幕
府
あ
る
い
は
北
条
氏
に
置
い
て
の
立
論
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な

く
大
勧
進
浄
光
の
側
に
寄
っ
て
考
え
る
と
ど
う
な
る
の
か
、
で
あ
る
。

浄
光
の
勧
進
事
業
と
都
市
鎌
倉
の
災
害

浄
光
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
は
、
浄
土
宗
系
の
念
仏
聖
、
専
修
念
仏
者
で

あ
っ
た
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
嘉
禎
三
年
︵
一
二
三
七
︶
に
善
光
寺
五

重
塔
建
立
の
勧
進
を
し
た
浄
定
上
人
な
ど
の
よ
う
な
幕
府
関
係
の
勧
進
僧
と
の

見
方
も
あ
る
。
こ
こ
で
浄
光
に
つ
い
て
詳
論
す
る
準
備
は
な
い
が
、
専
修
念
仏

44

へ
の
批
判
の
中
、
社
会
事
業
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
民
衆
レ
ベ
ル
に
教
線
を
拡
張

し
た
念
仏
聖
と
い
っ
た
人
物
設
定
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
浄
光
の
大
仏
勧
進
事
業
の
前
に
、
往
阿
弥
陀
仏
と
い
う
勧
進
僧
が
、
寛
喜

二
年
︵
一
二
三
〇
︶
に
筑
前
鐘
御
崎
に
孤
島
を
築
き
︵
﹃
宗
像
神
社
文
書
﹄︶
、

ま
た
貞
永
元
年
︵
一
二
三
二
︶
に
和
賀
江
島
に
埠
頭
を
築
い
た
︵﹃
吾
妻
鏡
﹄︶

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
民
衆
を
先
導
し
て
の
社
会
事
業
で
あ
る
。
こ
の
事
例

も
真
の
造
営
主
体
者
が
誰
な
の
か
、
ま
た
大
仏
造
立
と
の
関
連
も
気
に
か
か

る
。と

も
あ
れ
、
あ
く
ま
で
浄
光
の
勧
進
事
業
と
し
て
考
え
て
み
る
と
、
注
目
さ

れ
て
く
る
の
は
往
阿
弥
陀
仏
が
行
な
っ
た
よ
う
な
社
会
事
業
で
あ
る
。
そ
し
て

そ
の
文
脈
か
ら
注
目
さ
れ
て
く
る
の
が
、
先
に
触
れ
た
都
市
鎌
倉
の
自
然
災
害

︵
地
震
、
津
波
、
大
風
、
火
災
、
飢
饉
等
︶
で
あ
る
︵
表
２
︶
。
先
に
確
認
し
た

45

通
り
、
木
造
大
仏
の
造
立
開
始
が
暦
仁
元
年
︵
一
二
三
八
︶
三
月
二
十
三
日

で
、
大
仏
殿
供
養
が
寛
元
元
年
︵
一
二
四
三
︶
六
月
十
六
日
で
あ
っ
た
。
そ
の

六
年
前
か
ら
事
業
が
始
ま
っ
た
と
﹃
吾
妻
鏡
﹄
は
伝
え
る
の
で
、
お
お
よ
そ
嘉

禎
年
間
︵
一
二
三
五
～
三
八
︶
頃
の
発
願
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
頃
に
直
接
的

な
き
っ
か
け
を
求
め
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
か
な
り
さ
か

の
ぼ
る
が
建
保
元
年
︵
一
二
一
三
︶
頃
か
ら
頻
発
す
る
鎌
倉
の
自
然
災
害
と
飢

饉
で
あ
る
。
建
保
三
年
︵
一
二
一
五
︶
は
八
月
に
大
風
、
九
月
に
大
地
震
が
集

中
し
た
。
そ
の
後
貞
応
年
間
︵
一
二
二
二
～
二
四
︶
に
も
大
地
震
が
あ
り
、
嘉

禄
元
年
︵
一
二
二
五
︶
に
は
疫
病
が
流
行
し
多
く
の
死
者
が
出
、
安
貞
元
年

︵
一
二
二
七
︶
三
月
七
日
に
は
﹁
於
近
年
者
無
比
類
﹂
と
さ
れ
る
大
地
震
が
あ

り
、
九
月
三
日
に
も
大
地
震
が
起
き
、
十
一
月
に
は
赤
斑
瘡
が
流
行
し
て
死
者

が
出
た
。
そ
し
て
と
ど
め
を
刺
す
よ
う
に
寛
喜
元
年
︵
一
二
二
九
︶
の
大
地
震

を
経
て
、
翌
二
年
天
候
不
順
に
よ
る
飢
饉
が
起
き
て
翌
年
に
及
ん
だ
。
い
わ
ゆ
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る
寛
喜
の
大
飢
饉
で
あ
る
。
同
三
年
︵
一
二
三
一
︶
の
七
月
は
﹁
今
月
天
下
大

飢
饉
﹂
と
あ
り
、
多
数
の
餓
死
者
が
出
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
こ
う
し
た

状
況
下
で
発
願
造
立
さ
れ
た
の
が
鎌
倉
・
明
王
院
の
不
動
明
王
坐
像
を
中
尊
と

46

す
る
五
大
尊
で
あ
っ
た
。
将
軍
家
に
よ
る
こ
の
天
災
鎮
静
の
願
意
が
あ
っ
た
と

も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
飢
饉
が
落
ち
着
く
間
も
な
く
嘉
禎
元
年
︵
一
二
三
五
︶

三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
大
地
震
が
起
き
、
以
後
嘉
禎
年
間
を
通
じ
て
地
震
が

頻
発
し
、
そ
れ
に
対
す
る
幕
府
の
﹁
地
震
御
祈
﹂
も
た
び
た
び
行
な
わ
れ
た
。

地
震
と
そ
の
被
害
の
規
模
に
つ
い
て
は
、
こ
の
あ
と
の
正
嘉
元
年
︵
一
二
五

七
︶
八
月
二
十
三
日
の
大
地
震
や
永
仁
元
年
︵
一
二
九
三
︶
四
月
十
六
日
の
永

仁
の
大
地
震
︵
死
者
二
万
三
千
人
と
い
う
︶
に
は
及
ば
な
い
が
、
一
連
の
地

震
・
大
風
・
飢
饉
で
相
当
数
の
死
者
が
出
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
さ
ら
に
大

仏
・
大
仏
殿
造
営
中
の
仁
治
二
年
︵
一
二
四
一
︶
四
月
三
日
に
も
大
地
震
が
あ

り
、
こ
の
時
は
津
波
の
被
害
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
宝
治
元
年
︵
一
二
四
七
︶
九

月
一
日
の
大
風
被
害
に
及
ぶ
。
先
述
し
た
西
川
新
次
氏
の
推
定
通
り
、
大
仏
殿

︵
と
大
仏
？
︶
は
こ
れ
で
倒
壊
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

﹃
吾
妻
鏡
﹄
を
み
る
限
り
、
ま
さ
に
災
害
都
市
鎌
倉
で
あ
る
。
多
く
の
犠
牲

者
が
出
た
に
相
違
な
く
、
そ
の
追
悼
は
都
市
鎌
倉
の
、
そ
し
て
幕
府
の
重
要
な

責
務
で
あ
っ
た
ろ
う
。
浅
見
氏
は
大
仏
の
立
地
す
る
深
沢
の
地
に
つ
い
て
、
鎌

倉
の
西
に
当
た
り
阿
弥
陀
の
西
方
極
楽
浄
土
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ま
た
都
市
の
周

縁
部
・
境
界
で
あ
り
、
社
会
的
弱
者
が
集
住
す
る
場
で
、
そ
の
救
済
の
た
め
も

あ
っ
て
こ
の
地
が
選
ば
れ
た
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
本
稿
執
筆
者
の

47

憶
測
に
符
合
す
る
見
解
で
、
直
接
的
に
は
寛
喜
以
来
の
自
然
災
害
等
に
よ
る
被

災
者
の
追
悼
の
意
を
込
め
た
定
印
阿
弥
陀
像
が
、
鎌
倉
の
西
方
で
あ
り
周
縁
で

あ
る
深
沢
の
地
に
念
仏
聖
浄
光
の
勧
進
に
よ
っ
て
造
立
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
災
害
都
市
鎌
倉
の
鎮
魂
の
阿
弥
陀
、
さ
ら
に
い
え
ば
都
市
鎌
倉
の
被

災
者
す
べ
て
の
鎮
魂
の
像
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
木
彫
像
が
銅
像
に
変
え

ら
れ
た
の
も
造
営
期
間
中
の
大
風
・
地
震
に
よ
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
像
に
ふ
さ

わ
し
い
改
変
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
本
像
の
像
内
に
入
る
こ
と
が
で
き
る

特
異
な
構
造
で
あ
る
。
背
面
の
二
箇
所
の
窓
と
と
も
に
、
そ
の
用
途
が
不
明
だ

が
、﹁
当
初
か
ら
の
仕
様
で
あ
ろ
う
﹂
と
さ
れ
て
い
る
。
先
に
触
れ
た
延
応
元

48

年
︵
一
二
三
九
︶
兵
庫
・
光
行
寺
像
の
過
去
者
の
灰
骨
納
入
や
、
建
治
元
年

︵
一
二
七
五
︶
の
長
野
・
八
木
区
善
光
寺
式
銅
造
像
の
銘
記
に
み
え
る
﹁
為
入

一
切
衆
生
骨
﹂
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
像
内
に
亡
者
の
遺
骨
を
収
蔵
す
る
意
図

49

が
当
初
よ
り
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
て
く
る
。
無
縁
仏
の
よ
う
な

被
災
者
の
遺
骨
で
は
な
か
っ
た
か
。
一
般
民
衆
か
ら
の
強
い
要
望
を
吸
収
し
て

浄
光
が
そ
れ
に
応
え
、
幕
府
が
そ
れ
を
支
援
す
る
と
い
う
下
か
ら
の
構
造
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
構
造
を
も
幕
府
が
仕
組
ん
だ
可
能
性
も
な
し
と

し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
は
じ
め
に
幕
府
主
体
あ
り
き
で
は
な
く
、
浄
光
主
体

に
考
え
た
方
が
落
ち
着
き
が
よ
か
ろ
う
。

表
１

造
営
経
過
︵
塩
澤
寛
樹
﹃
鎌
倉
大
仏
の
謎
﹄
八
四
頁
に
よ
る
︶

嘉
禎
四
︵
一
二
三
八
︶

三
・
二
三

事
始
め

五
・
一
八

頭
を
挙
げ
る

延
応
元
︵
一
二
三
九
︶

九
月

浄
光
、
北
陸
と
西
国
に
対
し
一
人
に
一
文
の
下

知
を
申
請
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仁
治
二
︵
一
二
四
一
︶

三
・
二
七

大
仏
殿
上
棟

仁
治
三
︵
一
二
四
二
︶

秋

﹃
東
関
紀
行
﹄
の
作
者
、
大
仏
が
木
像
で
あ
る

と
記
す

寛
元
元
︵
一
二
四
三
︶

六
・
一
六

大
仏
殿
供
養

建
長
四
︵
一
二
五
二
︶

八
・
一
七

金
銅
釈
迦
如
来
像
を
鋳
始
め
る

表
２

鎌
倉
災
害
・
飢
饉
年
表
︵
﹃
吾
妻
鏡
﹄
等
に
よ
る
︶

建
保
元
︵
一
二
一
三
︶

五
・
二
一

大
地
震
﹁
近
代
無
如
此
大
動
﹂

建
保
三
︵
一
二
一
五
︶

八
・
一
八

大
風
、
八
幡
宮
鳥
居
転
倒

九
・
六
、
八
、
一
一

大
地
震

九
・
二
一

﹁
依
連
々
地
震
、
被
行
御
祈
﹂

安
貞
元
︵
一
二
二
七
︶

三
・
七

大
地
震
﹁
近
年
無
比
類
﹂

五
・
二

諸
国
飢
饉

一
一
・
一
五

赤
斑
瘡
流
行

寛
喜
二
︵
一
二
三
〇
︶

七
・
一
六

諸
国
に
霜
降
る
﹁
殆
如
冬
天
﹂

諸
国
気
候
不
順
、
飢
饉
︵
明
月
記
︶

寛
喜
三
︵
一
二
三
一
︶

七
月

﹁
今
月
天
下
大
飢
饉
﹂

※
寛
喜
の
大
飢
饉
、
餓
死
者
多
数

嘉
禎
元
︵
一
二
三
五
︶

三
・
九
、
一
六

大
地
震

地
震
頻
発

五
・
八

御
祈
﹁
連
日
地
震
事
、
未
有
此
例
﹂

七
・
一
〇

洪
水

︵
嘉
禎
四
︹
一
二
三
八
︺

三
・
二
三

大
仏
造
始
︶

仁
治
二
︵
一
二
四
一
︶

二
・
七

大
地
震

三
・
一
七

大
火

四
・
三

大
地
震
、
津
波
、
鶴
岡
拝
殿
流
失

︵
寛
元
元
︹
一
二
四
三
︺

六
・
一
六

大
仏
殿
供
養
︶

宝
治
元
︵
一
二
四
七
︶

九
・
一

大
風
﹁
仏
閣
人
家
多
以
転
倒
破
損
﹂

※
こ
の
時
倒
壊
？

︵
建
長
四
︹
一
二
五
二
︺

八
・
一
七

大
仏
鋳
造
開
始
︶

正
嘉
元
︵
一
二
五
七
︶

八
・
二
三

大
地
震

※
﹁
神
社
仏
閣
一
宇
而
無
全
﹂

永
仁
元
︵
一
二
九
三
︶

四
・
一
六

大
地
震

死
者
二
万
三
千
人
と
い
う

注
１

武
笠
朗
﹁
善
光
寺
前
立
本
尊
と
善
光
寺
式
阿
弥
陀
三
尊
像
﹂︵﹃
善
光
寺
御
開
帳
記
念

〝
い
の
り
〟
の
か
た
ち
︱
善
光
寺
信
仰
展
﹄
所
収
︶
長
野
県
信
濃
美
術
館
編
・
刊
、
二
〇

〇
九
年
四
月
。
同
﹁
善
光
寺
信
仰
と
そ
の
造
像
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
仏
教
芸
術
﹄
三
〇
七
︶

二
〇
〇
九
年
十
一
月
。
同
﹁
善
光
寺
仏
の
造
像
と
霊
験
性
﹂︵﹃
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム

﹄
21

二
二
︶
醍
醐
書
房
、
二
〇
一
〇
年
十
一
月
。

２

前
掲
武
笠
﹃
仏
教
芸
術
﹄
論
考
︵
注
１
︶。

３

武
笠
朗
﹁
法
隆
寺
金
堂
阿
弥
陀
三
尊
像
の
模
倣
性
︱
日
本
の
仏
像
に
お
け
る
模
倣
の

諸
相
の
中
で
︱
﹂︵﹃
模
倣
の
意
味
と
機
能
︱
写
す
・
抜
き
出
す
・
変
容
さ
せ
る
︱
﹄︹
平

成
一
九
年
度
～
平
成
二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
︵
Ｂ
︶
研
究
成
果
報
告

書
、
課
題
番
号
一
九
三
二
〇
〇
二
六
、
研
究
代
表
者
根
立
研
介
︺
所
収
︶
二
〇
一
一
年
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三
月
。

４

塩
澤
寛
樹
﹁
鎌
倉
大
仏
殿
の
建
立
と
そ
の
性
格
︱
千
葉
県
満
光
院
銅
造
阿
弥
陀
如
来

立
像
と
そ
の
銘
文
を
巡
っ
て
︱
﹂
︵
﹃
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
﹄
五
四
三
︶
一
九
九
六
年
八
月
。

５

前
掲
塩
澤
論
考
︵
注
４
︶
。

６

塩
澤
寛
樹
﹃
鎌
倉
大
仏
の
謎
﹄
︵
歴
史
文
化
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
二
九
五
︶
吉
川
弘
文
館
、

二
〇
一
〇
年
五
月
。

７

鎌
倉
大
仏
に
関
す
る
議
論
は
、
一
つ
一
つ
の
検
証
事
項
を
詳
し
く
検
討
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
、
そ
の
検
討
結
果
を
結
び
つ
け
て
全
体
で
整
合
性
を
得
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
議

論
と
思
わ
れ
る
。
先
学
の
多
く
が
、
各
部
の
詳
し
い
検
討
を
踏
ま
え
て
全
体
を
構
築
し

よ
う
と
し
て
努
力
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
小
論
で
こ
れ
か
ら
展
開
す
る
の
は
、
全
体
を

見
通
す
に
は
至
ら
な
い
一
部
分
の
議
論
で
、
無
責
任
な
議
論
と
の
批
判
は
免
れ
な
い
だ

ろ
う
。
た
だ
、
大
仏
を
巡
る
議
論
の
現
状
を
先
の
よ
う
に
認
識
す
る
な
ら
ば
、
さ
し
あ

た
り
で
き
る
こ
と
は
部
分
の
議
論
を
詳
細
に
す
る
こ
と
で
、
小
論
で
の
検
討
も
無
駄
で

は
な
い
の
で
は
と
思
わ
れ
る
。

８

前
掲
塩
澤
論
考
︵
注
６
︶
。
他
に
次
の
論
考
が
あ
る
。
塩
澤
寛
樹
﹁
鎌
倉
大
仏
に
つ
い

て
﹂
︵
﹃
鎌
倉
時
代
造
像
論
﹄
第
五
編
第
三
章
︶
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
二
月
。

９

清
水
真
澄
﹃
鎌
倉
大
仏
﹄
︵
有
隣
新
書
︶
有
隣
堂
、
一
九
七
九
年
七
月
。
浅
見
龍
介

﹁
鎌
倉
大
仏
の
造
立
に
関
す
る
一
試
論
﹂
︵
﹃
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
﹄
五
四
三
︶
一
九
九
六
年
八

月
。
清
水
真
澄
﹁
鎌
倉
大
仏
研
究
の
現
状
と
問
題
点
﹂
︵
清
水
真
澄
編
﹃
美
術
史
論
叢

造
形
と
文
化
﹄
所
収
︶
二
〇
〇
〇
年
八
月
。
浅
見
龍
介
他
﹃
鎌
倉
大
仏
と
宋
風
の
仏
像
﹄

︵
﹃
国
宝
と
歴
史
の
旅
﹄
七
︹
朝
日
百
科
日
本
の
国
宝
別
冊
︺
︶
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇

年
八
月
。
清
水
真
澄
﹁
鎌
倉
大
仏
の
形
姿
と
様
式
に
つ
い
て
︱
宋
風
と
の
関
わ
り
を
中

心
に
し
て
︱
﹂
︵
﹃
美
学
美
術
史
論
集
﹄
一
四
︶
二
〇
〇
二
年
三
月
。﹃
鎌
倉
大
仏
と
阿
弥

陀
信
仰
﹄︵
特
別
展
図
録
︶
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
十
月
。
清
水
真
澄

﹁
鎌
倉
大
仏

高
徳
院
銅
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
﹂︵﹃
仏
教
芸
術
﹄
二
九
五
︹
特
集
大
仏

像
︺︶
二
〇
〇
七
年
十
一
月
。

前
掲
塩
澤
﹃
鎌
倉
大
仏
の
謎
﹄︵
注
６
︶
一
四
四
頁
。

10

前
掲
塩
澤
﹃
鎌
倉
大
仏
の
謎
﹄︵
注
６
︶
二
一
〇
頁
。
前
掲
﹃
鎌
倉
時
代
造
像
論
﹄
論

11
考
︵
注
８
︶
で
も
同
様
で
あ
る
。

前
掲
浅
見
二
論
考
︵
注
９
︶。

12

西
川
新
次
﹁
鎌
倉
大
仏
調
査
私
記
﹂︵﹃
鎌
倉
﹄
三
︶
一
九
五
九
年
十
一
月
、﹃
日
本
彫

13
刻
史
論
集
﹄
所
収
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
九
一
年
四
月
。
同
﹁
高
徳
院
国
宝
銅

造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
の
沿
革
﹂︵﹃
高
徳
院
国
宝
銅
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
修
理
工
事
報
告

書
﹄
所
収
︶
高
徳
院
国
宝
銅
造
阿
弥
陀
如
来
坐
像
修
理
工
事
委
員
会
、
一
九
六
一
年
七
月
。

文
明
十
八
年
︵
一
四
八
六
︶
に
は
確
実
に
露
座
で
あ
っ
た
︵﹃
梅
花
無
尽
蔵
﹄
第
二
︶。

14
前
掲
塩
澤
﹃
鎌
倉
大
仏
の
謎
﹄
二
二
八
頁
。

高
橋
秀
栄
﹁
江
戸
前
・
中
期
に
お
け
る
鎌
倉
大
仏
﹂︵
前
掲
清
水
真
澄
編
﹃
造
形
の
文

15
化
﹄︹
注
９
︺
所
収
︶。

幕
府
あ
る
い
は
そ
の
主
導
者
北
条
氏
を
造
像
主
体
と
し
た
上
で
、
そ
こ
に
願
意
を
求

16
め
る
こ
と
に
こ
だ
わ
る
と
、
議
論
の
幅
が
狭
く
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
東
大
寺
大
仏

を
意
識
し
た
幕
府
に
よ
る
造
像
と
の
見
解
が
支
配
的
で
あ
り
、
そ
う
思
わ
せ
る
二
つ
の

大
仏
の
共
通
項
は
多
い
の
だ
が
、
幕
府
は
大
仏
建
立
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
語
っ
て
は
い

な
い
。
そ
の
こ
と
が
ど
う
し
て
も
気
に
か
か
る
の
で
あ
る
。

前
掲
浅
見
﹃
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
﹄
論
考
︵
注
９
︶。

17

﹃
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成

鎌
倉
時
代
造
像
銘
記
篇
﹄
全
八
巻
・
補
遺
及
び
第
一

18
期
総
目
録
、
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
三
年
四
月
～
二
〇
一
一
年
二
月
。
以
下
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﹃
鎌
倉
時
代
造
像
銘
記
篇
﹄
と
い
う
。

快
慶
の
阿
弥
陀
像
個
々
の
願
意
と
な
る
と
実
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
れ
を
推
定
し

19
う
る
数
少
な
い
事
例
で
あ
る
東
大
寺
俊
乗
堂
像
は
、
﹃
東
大
寺
雑
集
﹄
を
信
ず
る
な
ら

ば
、
重
源
が
私
財
を
投
じ
寛
顕
を
施
主
と
し
て
建
仁
三
年
︵
一
二
〇
三
︶
に
快
慶
に
作

ら
せ
、
建
保
四
年
︵
一
二
一
六
︶
の
寛
顕
没
時
に
そ
の
臨
終
仏
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち

寛
顕
生
前
の
来
迎
引
接
祈
願
像
で
、
そ
れ
が
臨
終
時
に
臨
終
仏
と
し
て
機
能
し
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
快
慶
造
像
の
中
に
追
善
仏
が
あ
る
の
か
ど
う
か
不
明
だ
が
、
俊
乗
堂

像
の
例
の
よ
う
に
追
善
の
機
能
が
付
託
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
た
ろ
う
し
、
そ
う
し
た

機
能
の
拡
張
を
結
局
鎌
倉
期
の
阿
弥
陀
造
像
は
示
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

鎌
倉
大
仏
の
定
印
が
特
異
な
形
を
し
て
い
る
こ
と
は
清
水
真
澄
氏
が
指
摘
し
て
い
る

20
︵
前
掲
﹃
仏
教
芸
術
﹄
論
考
︹
注
９
︺
︶
。
百
草
八
幡
神
社
像
と
大
仏
に
つ
い
て
は
、
次
の

論
考
に
出
る
。
副
島
弘
道
﹁
阿
弥
陀
如
来
像

東
京
・
八
幡
神
社
﹂︵
前
掲
﹃
鎌
倉
時
代

造
像
銘
記
篇
﹄
︹
注

︺
六
所
収
︶
二
〇
〇
八
年
二
月
。
前
掲
塩
澤
﹃
鎌
倉
大
仏
の
謎
﹄

18

︹
注
６
︺
五
四
頁
。

浅
見
・
塩
澤
前
掲
論
考
︵
注
６
・
９
︶
。

21

副
島
弘
道
﹁
保
寧
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
と
仏
師
宗
慶
﹂
上
・
下
︵
﹃
國
華
﹄
一
一
〇
二
・

22
一
一
〇
三
︶
一
九
八
七
年
四
・
五
月
。

武
笠
朗
﹁
西
光
寺
蔵

薬
師
如
来
像
﹂
︵
﹃
國
華
﹄
一
三
二
六
︶
二
〇
〇
六
年
四
月
。

23

北
口
英
雄
﹁
寿
永
三
年
銘
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
及
び
そ
の
随
侍
像
に
つ
い
て
﹂︵﹃
Ｍ

24
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
﹄
三
九
四
︶
一
九
八
四
年
一
月
。

願
成
就
院
と
浄
楽
寺
の
両
像
を
、
武
士
の
減
罪
と
救
済
へ
の
祈
り
の
た
め
の
像
と
す

25
る
見
解
が
出
さ
れ
て
い
る
。
高
橋
沙
矢
佳
﹁
東
国
所
在
の
運
慶
の
造
像
の
研
究
︱
静

岡
・
願
成
就
院
諸
像
を
中
心
に
︱
﹂
︵
﹃
鹿
島
美
術
研
究
﹄
年
報
二
九
別
冊
︶
二
〇
一
二

年
十
一
月
。

塩
澤
寛
樹
﹁
第
一
期
に
お
け
る
御
家
人
に
よ
る
造
像
の
諸
相
︱
神
奈
川
・
証
菩
提
寺

26
阿
弥
陀
三
尊
像
を
中
心
に
︱
﹂︵
前
掲
﹃
鎌
倉
時
代
造
像
論
﹄︹
注
８
︺
第
二
編
第
三

章
︶。
上
杉
孝
良
﹁︵
研
究
ノ
ー
ト
︶
岡
崎
義
実
と
そ
の
周
辺
﹂︵﹃
三
浦
一
族
研
究
﹄
八
︶

二
〇
〇
四
年
五
月
。

前
掲
塩
澤
﹃
鎌
倉
時
代
造
像
論
﹄︵
注
８
︶
第
四
編
第
二
章
﹁
二

到
来
仏
師
の
作
例

27
Ⅰ
﹂。
浅
見
氏
前
掲
﹃
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
﹄
論
考
︵
注
９
︶。

前
掲
浅
見
﹃
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
﹄
論
考
︵
注
９
︶。
塩
澤
寛
樹
﹁
静
岡
・
願
成
就
院
本
尊

28
阿
弥
陀
如
来
坐
像
に
つ
い
て
﹂︵﹃
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
﹄
五
六
七
︶
二
〇
〇
二
年
二
月
、
前

掲
塩
澤
﹃
鎌
倉
時
代
造
像
論
﹄︵
注
８
︶
第
三
編
第
二
章
と
し
て
収
載
。

塩
澤
寛
樹
﹁
神
奈
川
・
証
菩
提
寺
本
尊
阿
弥
陀
如
来
坐
像
に
つ
い
て
﹂︵
前
掲
﹃
鎌
倉

29
時
代
造
像
論
﹄︹
注
８
︺
第
四
編
第
一
章
第
一
節
︶。

建
久
三
年
︵
一
一
九
二
︶
供
養
の
頼
朝
発
願
の
追
悼
御
堂
永
福
寺
二
階
堂
も
重
要
だ

30
が
、
中
尊
寺
大
長
寿
院
︵
九
体
阿
弥
陀
堂
︶
を
模
し
た
と
い
う
特
殊
事
情
が
あ
る
の
で
、

一
応
こ
こ
で
は
と
り
あ
げ
な
い
。

水
野
敬
三
郎
﹁
阿
弥
陀
如
来
及
び
両
脇
侍
像

桑
原
区
﹂︵﹃
鎌
倉
時
代
造
像
銘
記
篇
﹄

31︹
注
１
８
︺
二
所
収
︶
二
〇
〇
四
年
二
月
。

金
色
堂
西
北
壇
の
三
尊
も
定
印
像
で
あ
る
。

32

武
笠
朗
﹁
安
楽
寿
院
阿
弥
陀
如
来
像
に
つ
い
て
﹂︵﹃
仏
教
芸
術
﹄
一
六
七
︶
一
九
八

33
六
年
七
月
。

﹃
百
錬
抄
﹄
供
養
日
条
は
、
供
養
の
記
事
に
続
け
て
﹁
法
華
三
昧
﹂
を
置
い
た
と
出

る
。
こ
の
記
述
は
、﹃
新
訂
増
補
国
史
大
系
﹄
本
で
は
別
な
記
事
と
さ
れ
る
が
、﹃
安
楽

寿
院
原
要
記
﹄
な
ど
の
安
楽
寿
院
古
文
書
に
も
法
華
三
昧
の
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
で
、

− 60−



塔
供
養
と
は
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
寿
永
三
年
︵
一
一
八
四
︶
か
文
治

四
年
︵
一
一
八
八
︶
造
立
と
推
定
さ
れ
る
京
都
・
長
講
堂
の
定
印
阿
弥
陀
三
尊
像
は
、

来
迎
形
で
か
つ
片
足
踏
下
げ
の
脇
侍
菩
薩
を
伴
な
う
作
例
で
、
定
印
の
来
迎
形
三
尊
と

い
う
観
点
か
ら
も
注
目
す
べ
き
作
例
だ
が
、
長
講
堂
の
名
称
は
法
華
長
講
弥
陀
三
昧
堂

で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
も
、
安
楽
寿
院
像
の
例
と
併
せ
て
注
目
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

定
印
阿
弥
陀
と
法
華
三
昧
の
関
係
で
あ
る
。

長
講
堂
像
に
つ
い
て
は
次
の
論
考
を
参
照
し
た
。
伊
東
史
朗
﹁
阿
弥
陀
如
来
坐
像
、

勢
至
菩
薩
半
跏
像

長
講
堂
﹂
︵
﹃
院
政
期
の
仏
像
﹄
作
品
解
説
︶
岩
波
書
店
、
一
九
九

二
年
三
月
。
麻
木
脩
平
﹁
長
講
堂
阿
弥
陀
三
尊
像
考
︱
両
脇
侍
菩
薩
の
片
足
踏
み
下
げ

形
式
を
中
心
と
し
て
︱
﹂
︵
﹃
仏
教
芸
術
﹄
二
一
二
︶
一
九
九
四
年
一
月
。

伊
東
史
朗
﹁
近
衛
天
皇
陵
多
宝
塔
の
仏
像

阿
弥
陀
如
来
像
大
日
如
来
像
に
つ
い
て
﹂

34
︵
﹃
書
陵
部
紀
要
﹄
四
九
︶
一
九
九
八
年
三
月
、
﹃
平
安
時
代
彫
刻
史
の
研
究
﹄
所
収
、
名

古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
四
月
。

伊
東
史
朗
﹁
久
美
浜
本
願
寺
阿
弥
陀
如
来
立
像
に
つ
い
て
︱
三
尺
阿
弥
陀
像
へ
の
視

35
点
︱
﹂
︵
﹃
学
叢
﹄
一
五
︶
京
都
国
立
博
物
館
、
一
九
九
三
年
三
月
、﹃
平
安
時
代
彫
刻
史

の
研
究
﹄
︵
前
掲
注

︶
所
収
。

34

﹃
日
本
彫
刻
史
基
礎
資
料
集
成

平
安
時
代
造
像
銘
記
篇
﹄
全
八
巻
、
中
央
公
論
美
術

36
出
版
、
一
九
六
六
年
六
月
～
一
九
七
一
年
二
月
。

武
笠
朗
﹁
平
等
院
鳳
凰
堂
阿
弥
陀
如
来
像
と
藤
原
頼
通
﹂
︵
浅
井
和
春
監
修
、
稲
本
万

37
里
子
・
池
上
英
洋
編
著
﹃
イ
メ
ー
ジ
と
パ
ト
ロ
ン

美
術
史
を
学
ぶ
た
め
の

章
﹄
所

23

収
︶
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
、
二
〇
〇
九
年
六
月
。

神
居
文
彰
﹁
御
斎
会
に
准
じ
た
儀
礼
﹂
︵
﹃
宗
教
研
究
﹄
三
二
三
︶
二
〇
〇
〇
年
三
月
。

38

井
上
正
﹁
万
寿
寺
阿
弥
陀
如
来
像
に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
﹄
二
四
八
︶
一
九

39

七
二
年
九
月
。
仁
安
二
年
︵
一
一
六
七
︶
の
藤
原
基
実
追
福
像
の
可
能
性
も
あ
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
追
善
像
で
あ
る
。

ま
た
一
方
で
定
印
像
に
も
来
迎
の
性
格
が
付
与
さ
れ
て
く
る
。
京
都
・
常
照
皇
寺
の

40
三
尊
像
の
よ
う
な
中
尊
を
定
印
と
す
る
来
迎
の
三
尊
が
鎌
倉
期
に
登
場
し
て
く
る
の
は

確
か
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
の
か
が
論
点
と
な
る
。

﹃
国
宝
・
重
要
文
化
財
大
全
﹄
三
彫
刻
上
︵
毎
日
新
聞
社
、
一
九
九
八
年
一
月
︶
収
載

41
分
に
よ
っ
た
。

伊
東
史
朗
﹁
三
千
院
往
生
極
楽
院
阿
弥
陀
三
尊
像
︱
来
迎
像
を
丈
六
と
す
る
一
古
例

42
︱
﹂︵﹃
仏
教
藝
術
﹄
二
五
六
︶
二
〇
〇
一
年
五
月
。

前
掲
清
水
﹃
仏
教
藝
術
﹄
論
考
︵
注
９
︶。

43

前
掲
浅
見
二
論
考
︵
注
９
︶。

44

鎌
倉
の
災
害
全
般
に
つ
い
て
は
主
に
次
の
論
考
を
参
照
し
た
。
福
島
金
治
﹁
災
害
よ

45
り
見
た
中
世
鎌
倉
の
町
﹂︵﹃
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
﹄
一
一
八
︶
二
〇
〇
四

年
二
月
。

塩
澤
寛
樹
﹁
鎌
倉
・
明
王
院
不
動
明
王
坐
像
と
肥
後
定
慶
﹂︵﹃
仏
教
芸
術
﹄
二
四
二
︶

46
一
九
九
九
年
一
月
、﹃
鎌
倉
時
代
造
像
論
﹄︵
前
掲
注
８
︶
第
四
編
第
二
章
第
一
節
と
し

て
収
載
。

前
掲
浅
見
二
論
考
︵
注
９
︶。

47

前
掲
浅
見
﹃
鎌
倉
大
仏
と
宋
風
の
仏
像
﹄︵
注
９
︶
七
頁
図
版
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
。

48

津
田
徹
英
﹁
研
究
資
料

善
光
寺
式
阿
弥
陀
如
来
像
な
ら
び
に
観
音
菩
薩
像
﹂︵﹃
美

49
術
研
究
﹄
三
九
一
︶
二
〇
〇
七
年
三
月
。
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掲
載
図
版
は
、
図

を
除
い
て
他
は
複
写
図
版
で
あ
る
。
塩
澤
氏
、
浅
見
氏
、
伊
東
氏

11

の
論
考
等
諸
書
に
掲
載
さ
れ
た
図
版
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
記
し
て
謝
意
を

表
す
る
。

﹇
付
記
﹈

本
稿
は
、
平
成
二
十
三
年
︵
二
〇
一
一
︶
十
一
月
四
日
に
仙
台
市
立
博
物
館
で
行
な
わ

れ
た
美
術
史
学
会
東
支
部
大
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
救
済
と
霊
験
﹂
の
基
調
報
告
を
も
と

に
し
て
い
る
。
三
・
一
一
東
日
本
大
震
災
の
お
よ
そ
半
年
後
と
い
う
時
期
に
、
し
か
も
仙

台
と
い
う
場
で
の
発
表
で
、
そ
れ
を
意
識
し
た
発
表
内
容
と
な
っ
た
が
、
本
稿
を
書
き
終

え
た
今
思
う
に
、
そ
の
論
証
過
程
の
当
否
は
さ
て
お
き
、
鎮
魂
の
阿
弥
陀
と
の
結
論
は
正

し
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
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図１ 阿弥陀如来像（鎌倉大仏） 神奈川・高徳院
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図２ 阿弥陀三尊像 法隆寺金堂

図４ 阿弥陀如来像 東京・八幡神社 図３ 阿弥陀如来像 千葉・満光院
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図５ 阿弥陀三尊像 神奈川・証菩提寺

図６ 阿弥陀三尊像 埼玉・保寧寺
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図７ 阿弥陀如来像（本尊） 静岡・願成就院

図９ 阿弥陀如来像（本尊） 神奈川・証菩提寺 図８ 阿弥陀如来像 静岡・北条寺
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図10 阿弥陀三尊像 静岡・桑原区

図11 阿弥陀三尊像 神奈川（大船）・常楽寺
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図12 阿弥陀如来像（中央壇三尊の内）

岩手・中尊寺金色堂

図14 阿弥陀如来像 京都・近衛天皇陵安楽寿院多宝塔 図13 阿弥陀如来像 京都・安楽寿院
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図15 阿弥陀如来像 京都・本願寺

図16 阿弥陀如来像 京都・万寿寺


